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児童の安全を守る対応について 
 
下記の基準で、非常時には自宅待機や休校・お迎え等の対応をします。決定後、速やかに

きずなネット等でお伝えします。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 
熱中症 「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合 

発表時間 翌日 

前日午後２時ごろ 臨時休校 

●都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数

（WBGT）が３５に達すると予測される場合に発表される。 

※ 暑さ指数情報提供地点：愛西、稲武、名古屋、豊田、大府、岡崎、新城、蒲郡、南知多、豊橋、伊良湖 

 
地 震 

１ 震度5弱以上の地震が発生した場合 

 始業前（登校前） 登校後に発生 

自宅待機 きずなネット等で保護者に連絡。児童はお迎えでの下校 

 

２ 「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合 

  ●通常どおりの教育活動を行いますが、以下のような配慮と対応をいたします。 

（１）気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合 

●校外活動については、出発前であれば一時見合わせ、出発後であればいつでも帰

校できるよう準備します。 

（２）気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表された場合 

    ●校外活動については、出発前であれば延期（中止）します。 

校外で活動中の場合、速やかに帰校します。 

（３）気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合 

    ●授業終了後、児童は速やかに帰宅します。 

●校外活動については、出発前であれば延期（中止）します。 

出発後であれば、速やかに帰校します。 

上記は原則であり、状況によっては臨時休校などの措置、下校せずに学校待機の措置 

をとる場合があります。また、教育委員会が対策を検討した場合、その指示に従います。 



風水害 

 
１ 河川の氾濫・大雨・土砂災害に関する気象情報により、豊田市から豊田市西部に「高齢

者等避難」（警戒レベル３）や「避難指示」（警戒レベル４）が発令された場合 

午前６時までに解除 
午前６時を過ぎても 

解除されない場合 
登校後に発令 

平常授業 自宅待機 
授業を中止し、安全を確認した上で

速やかに下校 

 

                                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「広報 とよた」2026年 6月号より 

 

２ 「愛知県全域」「愛知県西部」「西三河北西部」「豊田市西部」に暴風警報・特別警報が発表された場合 

午前６時までに解除 
午前６時を過ぎても 

解除されない場合 
登校後に発表 

平常授業 自宅待機 
授業を中止し、安全を確認した上で

速やかに下校 

   ※午前６時までに解除された場合についても、道路が破損、倒木、浸水等で安全に

登下校できない場合は、学校に連絡し、自宅待機してください。 

   ※下校時の安全に不安がある場合は、保護者によるお迎えを依頼します。 

    その場合は、きずなネット等でご連絡します。 

暴風警報等が予想される場合は、前日に給食中止の決定がなされることが 

あります。その際は、きずなネット等でお知らせします。 

 



Ｊアラート 

 

１ 登校前に中部・近畿・中国地方にＪアラート情報が発信された場合 

 

  ☞ 児童は自宅待機します  

  

（１）ミサイルが日本の領土・領海外に落下した場合 

●ミサイル通過情報、または、日本の領海外への落下情報が発信された後、 

自宅待機解除とします。登校時刻については、きずなネットで連絡します。 

（２）ミサイルが日本の領土・領海内に落下した場合 

●自宅待機の解除・継続や臨時休業等の対応についての指示を教育委員会から受け、 

きずなネットで連絡します。 

※「中部・近畿・中国地方」への落下または通過が予測されるＪアラートの情報が 

発信されなかった場合は、原則として平常どおり授業等を行います。 

ただし、教育委員会が必要と判断した場合は、自宅待機、臨時休業等の措置がとら

れることがあります。その場合は、きずなネットで連絡します。 

 

 

２ 登校後に「中部・近畿・中国地方」への落下または通過が予測されるＪアラート情報が 

発信された場合 

 

☞ 学校活動を中断し、児童は安全な場所で待機します  

 

（１）ミサイルが日本の領土・領海外に落下した場合 

●学校活動を再開します。 

（２）ミサイルが日本の領土・領海内に落下した場合 

●安全確認ができるまで、校内の安全な場所で待機します。     

※愛知県にＪアラートの情報が発信されなかった場合は、原則として引き続き授業 

等を行います。 

ただし、教育委員会が必要と判断した場合は、安全な場所での待機等の対応を継 

続することがあります。 

 


